
臨床研修の到達目標  

【到達目標】  

Ⅰ行動甘漂  

医療人として必要な基本姿勢・態度  

ⅠⅠ経験目標  

A 経験すべき診察法・検査・手技  

旦 

C 特定の医療現場の経験  

臨床研修の基本理念   

臨床研修は、医師が、医師としての人格を  

かん養し、将来専門とする分野にかかわらず、  
医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識  

しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる  

負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本  

的な診療能力を身に付けることのできるもの  

でなければならない。  
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Ⅰ行動目標  

医療人として必要な基本姿勢・態度   

（1）患者一医師関係   

患者を全人的に理解し、患者・家族と良好な人間関係を確立するために、  

1）患者、家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握できる。  

2）医師、患者・家族がともに納得できる医療を行うためのインフォームド・コンセントが   

実施できる。  

3）守秘義務を果たし、プライバシーへ の配慮ができる。  

（2）チーム医療   

医療チームの構成員としての役割を理解し、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他  

のメンバーと協調するために、  

1）指導医や専門医に適切なタイミングでコンサ／レテーションができる。  

2）上級及び同僚医師や他の医療従事者と適切なコミュニケーションがとれる。  

3）同僚及び後輩へ教育的配慮ができる。  

4）患者の転入・転出に当たり、情報を交換できる。  

5）関係機関や諸団体の担当者とコミュニケーションがとれる。  

（3）問題対応能力   

患者の問題を把握し、問題対応型の思考を行い、生涯にわたる自己学習の習慣を身に付  

けるために、  

1）臨床上の疑問点を解決するための情報を収集して評価し、当該患者への適応を判断でき   

る（EBM＝EvidenceBasedMedicineの実践ができる。）。  

2）自己評価及び第三者による評価を踏まえた問題対応能力の改善ができる。  

3）臨床研究や治験の意義を理解し、研究や学会活動に関心を持つ。  

4）自己管理能力を身に付け、生涯にわたり基本的診療能力の向上に努める。  

（4）安全管理   

患者及び医療従事者にとって安全な医療を遂行し、安全管理の方策を身に付け、危機管  

理に参画するために、  

1）医療を行う際の安全確認の考え方を理解し、実施できる。  
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2）医療事故防止及び事故後の対処について、マニュアルなどに沿って行動できる。  

3）院内感染対策（StandardPrecautionsを含む。）を理解し、実施できる。  

（5）症例呈示   

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を行うために、  

1）症例呈示と討論ができる 

2）臨床症例に関するカンファレンスや学術集会に参加する。  

（6）医療の社会性   

医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会に貢献するために、  

1）保健医療法規・制度を理解し、適切に行動できる。  

2）医療保険、公費負担医療を理解し、適切に診療できる。  

3）医の倫理、生命倫理について理解し、適切に行動できる。  

4）医薬品や医療用具による健康被害の発生防止について理解し、適切に行動できる。  

ⅠⅠ経験目標  

A 経験すべき診察法・検査・手技  

（1）医療面接   

患者・家族との信頼関係を構築し、診断・治療に必要な情報が得られるような医療面接  

を実施するために、  

1）医療面接におけるコミュニケーションの持つ意義を理解し、コミュニケーションスキル  

を身に付け、患者の解釈モデル、受診動機、受療行動を把握できる。  

2）患者の病歴（主訴、現病歴、既往歴、家族歴、生活・職業歴、系統的レビュー）の聴取  

と記録ができる。  

3）患者・家族への適切な指示、指導ができる。  

（2）基本的な身体診察法   

病態の正確な把握ができるよう、全身にわたる身体診察を系統的に実施し、記載するた  

めに、  

1）全身の観察（バイタルサインと精神状態の把握、皮膚や表在リンパ節の診察を含む。）   

ができ、記載できる。  
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2）頭頸部の診察（眼瞼・結膜、眼底、外耳道、鼻腔口腔、咽頭の観察、甲状腺の触診を含   

む。）ができ、記載できる。  

3）胸部の診察（乳房の診察を含む。）ができ、記載できる。  

4）腹部の診察（直腸診を含む。）ができ、記載できる。  

5）泌尿・生殖器の診察（産婦人科的診察を含む。）ができ、記載できる。  

6）骨・関節・筋肉系の診察ができ、記載できる。  

7）神経学的診察ができ、記載できる。  

8）小児の診察（生理的所見と病的所見の鑑別を含む。）ができ、記載できる。  

9）精神面の診察ができ、記載できる。  

（3）基本的な臨床検査  

病態と臨床経過を把握し、医療面接と身体診察から得られた情報をもとに必要な検査を、  
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…・ 自ら実施し、結果を解釈できる。  

検査の適応が判断でき、結果の解釈ができる。   

1）一般尿検査（尿沈撞顕微鏡検査を含む。）   

2）塵捻査（潜血、虫卵）   

3）血算・白血球分画  

A4）血塗型判定・交差適合帯験  

A≡5）心電図（12誘導L負荷心電図   

A㍉）動脈血ガス分析  

7）血液生化学的検査  

・簡易検査（血糖、電解質、尿素窒素など）   

8）血液免疫血液学的検査（免疫細胞検査、アレルギー検査を含む。）   

9）細菌学的検査∵薬剤感受性検査  

・検体の採取（疾、尿、血液など）  

・簡単な細菌学的検査（グラム染色など）   

10）肺機能検李  

・スパイロメトリー  
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11）髄液検査  

12）細胞診・病理組織検査  

13）内視鏡検査   

A14）超音波検査  

15）単純Ⅹ線検査   

16）造影Ⅹ線検査   

17）Ⅹ線CT検査  

18）MRI検査  

19）核医学検査   

20）神経生理学的検査（脳波・筋電図など）  

必修項目  下線の検査について経験があること  

＊「経験」とは受け持ち患者の検査として診療に活用すること  

A の検査で自ら実施する部分については、受け持ち症例でなくてもよい  

（4）基本的手技   

基本的手技の適応を決定し、実施するために、  

1） 気道確保を実施できる。  

2） 人工呼吸を実施できる。（バッグマスクによる徒手換気を含む。）  

3） 心マッサージを実施できる。  

4） 圧迫止血法を実施できる。  

5）重畳塗を実施できる。  

6） 注射法（皮内、皮下、筋肉、点滴、静脈確保、中心静脈確保）を実施できる。  

7） 採血法（静脈血、動脈血）を実施できる。  

8） 穿刺法（腰椎）を実施できる。   

9） 穿刺法（胸腔、腹腔）を実施できる。  

10）重畳堕を実施できる。  

11）ドレーン・チューブ類の管理ができる。  
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12）胃管の挿入と管理ができる。  

13）局所麻酔法を実施できる。  

14）創部消毒とガーゼ交換を実施できる。  

15）簡単な切開・排膿を実施できる。  

16）皮膚縫合法を実施できる。  

17）軽度の外傷・熱傷の処置を実施できる。  

18）気管挿管を実施できる。  

19）除細動を実施できる。  

必修項目   下線の手技を自ら行った経験があること  

（5）基本的治療法   

基本的治療法の適応を決定し、適切に実施するために、  

1）療養指導（安静度、体位、食事、入浴、排泄、環境整備を含む。）ができる。  

2）薬物の作用、副作用、相互作用について理解し、薬物治療（抗菌薬、副腎皮質ステロイ   

ド薬、解熱薬、麻薬、血液製剤を含む。）ができる。  

3）基本的な輸液ができる。  

4）輸血（成分輸血を含む。）による効果と副作用について理解し、輸血が実施できる。  

（6）医療記録   

チーム医療や法規との関連で重要な医療記録を適切に作成し、管理するために、  

1）診療録（退院時サマリーを含む。）をPOS（ProblemOrientedSystem）に従って記載し   

管理できる。  

2）処方箋、指示箋を作成し、管理できる。  

3）診断書、死亡診断書、死体検案書その他の証明書を作成し、管理できる。  

4）CPC（臨床病理検討会）レポートを作成し、症例呈示できる。  

5）紹介状と、紹介状への返信を作成でき、それを管理できる。  

（7）診療計画   

保健・医療・福祉の各側面に配慮しつつ、診療計画を作成し、評価するために、  

1）診療計画（診断、治療、患者・家族への説明を含む。）を作成できる。  
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2）診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる。  

3）入退院の適応を判断できる（デイサージャリー症例を含む。）。  

4）QOL（QualityoH．if邑）を考慮にいれた総合的な管理計画（リハビリテーション、 社会   

復帰、在宅医療、介護を含む。）へ参画する。  

必修項目  

1）診療録の作成   

2）処方箋・指示書の作成   

3）診断書の作成  

4）死亡診断書の作成  

5）CPCレポート（ロ）の作成、症例呈示  

6）紹介状、返信の作成  

上記1）～6）を自ら行った経験があること   

（ロ CI）Cレポートとは、剖検報告のこと）  

B 経験すべき症状・病態・疾患   

研修の最大の目的は、患者の呈する症状と身体所見、簡単な検査所見に基づいた鑑別診  

断、初期治療を的確に行う能力を獲得することにある。  

1 頻度の高い症状   

必修項目 下線の症状を経験し、レポートを提出する  

＊「経験」とは、自ら診療し、鑑別診断を行うこと   

1）全身倦怠感  

2）杢壁  

3）食欲不振  

4）体重減少、体重増加   

5）蓮塵  

6）リンパ節腫脹  

7）発疹  
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8）黄症  

9）畳塾  

10）塵邁  

11）めまり  

12）失神   

13）けいれん発作  

14）視力障害、視野狭窄  

15）結膜の充血   

16）聴覚障害  

17）鼻出血   

18）嘆声  

19）塵痘  

20）塾堕  

21）呼吸困難  

22）啄∵塵  

23）幅気・嘔吐   

24）胸やけ   

25）喋下困難  

26）塵痘  

27）便通異常（下痢、便秘）  

28）塵塵  

29）関節痛   

30）歩行障害  

31）四肢のしびれ  

32）堕星  

33）排尿障害（尿失禁・排尿困難）  

34）尿量異常   

35）不安・抑うつ  

2 緊急を要する症状・病態   

必修項目 下線の病態を経験すること  
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＊「経験」とは、初期治療に参加すること  

1）心肺停止   

2）ショック  

3）意識障害   

4）脳血管障害   

5）急性呼吸不全  

6）急性心不全   

7）急性冠症候群  

8）急性腹症  

9）急性消化管出血  

10）急性腎不全   

11）11）流・早産及び満期産   

12）急性感染症  

13）生産  

14）急性中毒   

15）誤飲、誤嘩  

16）塾塵  

17）精神科領域の救急  

3 経験が求められる疾患・病態   

必修項目  

1．A 疾患については入院患者を受け持ち、診断、検査、治療方針について症例レポートを提出するこ   

2．B 疾患については、外来診療又は受け持ち入院患者（合併症含む。）で自ら経験すること   

3．外科症例（手術を含む。）を1例以上受け持ち、診断、検査、術後管理等について症例レポートを提  

すること  

ロ全疾患（88項目）のうち70％以上を経験することが望ましい  

（1）血液・造血器・リンパ網内系疾患  
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B！（1）貧血（鉄欠乏貧血、二次性貧血）  

（2）白血病  

（3）悪性リンパ腫   

（4）出血傾向・紫斑病（播種性血管内凝固症候群：DIC）  

（2）神経系疾患   

A（1）脳・脊髄血管障害（脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血）  

（2）認知症疾患   

（3）脳・脊髄外傷（頭部外傷、急性硬膜外・硬膜下血腫）   

（4）変性疾患（パーキンソン病）   

（5）脳炎・髄膜炎  

（3）皮膚系疾患   

B、（1）湿疹・皮膚炎群（接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎）   

B（2）葦麻疹   

（3）薬疹   

B、（4）皮膚感染症  

（4）運動器（筋骨格）系疾患   

B（1）骨折   

B（2）関節・靭帯の損傷及び障害   

B（3）骨粗髭症   

B（4）脊柱障害（腰椎椎間板ヘルニア）  

（5）循環器系疾患   

A（1）心不全   

B（2）狭心症、心筋梗塞  

（3）心筋症  
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B（4）不整脈（主要な頻脈性、徐脈性不整脈）  

（5）弁膜症（僧帽弁膜症、大動脈弁膜症）   

B（6）動脈疾患（動脈硬化症、大動脈癌）  

（7）静脈・リンパ管疾患（深部静脈血栓症、下肢静脈癒、リンパ浮腫）   

A（8）高血圧症（本態性、二次性高血圧症）  

（6）呼吸器系疾患   

B（1）呼吸不全   

A（2）呼吸器感染症（急性上気道炎、気管支炎、肺炎）   

B（3）閉塞性・拘束性肺疾患（気管支喘息、気管支拡張症）  

（4）肺循環障害（肺塞栓・肺梗塞）  

（5）異常呼吸（過換気症候群）  

（6）胸膜、縦隔、横隔膜疾患（自然気胸、胸膜炎）  

（7）肺癌  

（7）消化器系疾患   

A（1）食道・胃・十二指腸疾患（食道静脈癌、胃癌、消化性潰瘍、胃・十二指腸炎）   

B（2）小腸・大腸疾患（イレウス、急性虫垂炎、痔核・痔療）  

（3）胆嚢・月旦管疾患（胆石、胆嚢炎、月旦管炎）  

肝疾患（ウイルス性肝炎、急性・慢性肝炎、肝硬変、肝癌、アルコール性肝障害、  

薬物性肝障害）   
B（4）  

（5）膵臓疾患（急性・慢性膵炎）   

B（6）横隔膜・腹壁・腹膜（腹膜炎、急性腹症、ヘルニア）  

（8）腎・尿路系（体液・電解質バランスを含む。）疾患   

A（1）腎不全（急性・慢性腎不全、透析）  

（2）原発性糸球体疾患（急性・慢性糸球体腎炎症候群、ネフローゼ症候群）   

（3）全身性疾患による腎障害（糖尿病性腎症）  
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B（4）泌尿器科的腎・尿路疾患（尿路結石、尿路感染症）  

（9）妊娠分娩と生殖器疾患   

B（1）妊娠分娩（正常妊娠、流産、早産、正常分娩、産科出血、乳腺炎、産裾）  

（2）女性生殖器及びその関連疾患（月経異常（無月経を含む。）、不正性器出血、更年期  

障害、外陰・月室・骨盤内感染症、骨盤内腫瘍、乳腺腫瘍）   

B（3）男性生殖器疾患（前立腺疾患、勃起障害、精巣腫瘍）  

（10）内分泌・栄養・代謝系疾患   

（1）視床下部・下垂体疾患（下垂体機能障害）   

（2）甲状腺疾患（甲状腺機能冗進症、甲状腺機能低下症）   

（3）副腎不全   

A（4）糖代謝異常（糖尿病、糖尿病の合併症、低血糖）   

B（5）高脂血症  

（6）蛋白及び核酸代謝異常（高尿酸血症）  

（11）眼・視覚系疾患  

B 

B（2）角結膜炎   

B（3）白内障   

B（4）緑内障  

（5）糖尿病、高血圧・動脈硬化による眼底変化  

（12）耳鼻・咽喉・口腔系疾患   

B（1）中耳炎  

（2）急性・慢性副鼻腔炎   

B（3）アレルギー性鼻炎  

（4）扁桃の急性・慢性炎症性疾患  
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（5）外耳道・鼻腔・咽頭・喉頭・食道の代表的な異物  

（13）精神・神経系疾患   

（1）症状精神病   

A（2）認知症（血管性認知症を含む。）  

（3）アルコール依存症   

A、（4）気分障害（うつ病、操うつ病を含む。）   

A（5）統合失調症（精神分裂病）  

（6）不安障害（パニック症候群）   

B（7）身体表現性障害、ストレス関連障害  

（14）感染症   

B（1）ウイルス感染症（インフルエンザ、麻疹、風疹、水痘、ヘルペス、流行性耳下腺炎）   

B（2）細菌感染症（ブドウ球菌、MRSA、A群レンサ球菌、クラミジア）   

B（3）結核  

（4）真菌感染症（カンジダ症）  

（5）性感染症  

（6）寄生虫疾患  

（15）免疫・アレルギー疾患   

（1）全身性エリテマトーデスとその合併症   

B（2）慢性関節リウマチ  

B（3）アレルギー疾患  

（16）物理・化学的因子による疾患  

（1）中毒（アルコール、薬物）  

（2）アナフィラキシー  

（3）環境要因による疾患（熱中症、寒冷による障害）  

－13－   



B（4）熱傷  

（17）小児疾患   

Bノ（1）小児けいれん性疾患   

B；（2）小児ウイルス感染症（麻疹、流行性耳下腺炎、水痘、突発性発疹、インフルエンザ）  

（3）小児細菌感染症   

B（4）小児喘息  

（5）先天性心疾患  

（18）加齢と老化   

B）（1）高齢者め栄養摂取障害   

B′（2）老年症候群（誤喋、転倒、失禁、裾癒）  

C特定の医療現場の経験療   

必修項目にある現場の経験とは、各現場における到達目標の項目のうち一つ以上経験す  

ること。  

（1）救急医療   

生命や機能的予後に係わる、緊急を要する病態や疾病、外傷に対して適切な対応をする  

ために、   

1）バイタルサインの把握ができる。  

2）重症度及び緊急度の把握ができる。  

3）ショックの診断と治療ができる。  

4）二次救命処置（ACLS＝AdvancedCardiovascularLifeSupport、呼吸・循環管理を含   

む。）ができ、一次救命処置（BLS＝BasicLifeSupport）を指導できる。  

□ACLSは、バッグ・バルブ・マスク等を使う心肺蘇生法や除細動、気管挿管、薬剤  

投与等の一定のガイドラインに基づく救命処置を含み、BLSには、気道確保、心臓  

マッサージ、人工呼吸等機器を使用しない処置が含まれる。   

5）頻度の高い救急疾患の初期治療ができる。  
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6）専門医への適切なコンサルテーションができる。  

7）大災害時の救急医療体制を理解し、自己の役割を把握できる。   

必修項目 救急医療の現場を経験すること  

（2）予防医療   

予防医療の理念を理解し、地域や臨床の場での実践に参画するために、  

1）食事・運動・休養・飲酒・禁煙指導とストレスマネージメントができる。  

2）性感染症予防、家族計画を指導できる。  

3）地域・産業・学校保健事業に参画できる。  

4）予防接種を実施できる。   

必修項目 予防医療の現場を経験すること  

（3）地域保健・医療   

地域保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、  

1）保健所の役割（地域保健・健康増進への理解を含む。）について理解し、実践する。   

2）社会福祉施設等の役割について理解し、実践する。   

3）診療所の役割（病診連携への理解を含む。）について理解し、実践する。   

4）へき地・離島医療について理解し、実践する。   

必修項目  

へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤  

十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等の地域保健・医療の現場を経験するこ   

と  

（4）周産りJ、児・成育医療   

周産・小児・成育医療を必要とする患者とその豪族に対して、全人的に対応するために、  

1）周産期や小児の各発達段階に応じて適切な医療が提供できる。   

2）周産期や小児の各発達段階に応じて心理社会的側面への配慮ができる。  

3）虐待について説明できる。  

4）学校、家庭、職場環境に配慮し、地域との連携に参画できる。  
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5）母子健康手帳を理解し活用できる。   

必修項目 周産・小児・成育医療の現場を経験すること  

（5）精神保健・医療   

精神保健・医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、  

1）精神症状の捉え方の基本を身につける。  

2）精神疾患に対する初期的対応と治療の実際を学ぶ。  

3）デイケアなどの社会復帰や地域支援体制を理解する。  

必修項目精神保健福祉センター、精神病院等の精神保健・医療の現場を経験すること  

（6）緩和・終末期医療   

緩和・終末期医療を必要とする患者とその家族に対して、全人的に対応するために、  

1）心理社会的側面への配慮ができる。  

2）基本的な緩和ケア（WHO方式がん痺痛治療法を含む。）ができる。  

3）告知をめぐる諸問題への配慮ができる。  

4）死生観・宗教観などへの配慮ができる。  

目 臨終の立ち会いを経験すること  
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事務手続きについて  

○新規指定申請  

・新たに臨床研修病院の指定を受ける場合  

・病院群の構成が変わる場合  

平成21年  平成20年   平成19年  

6月30日  8月下旬  4月1日  

研修開始  マッチング  

○プログラム変更・新設届出   

・研修プログラムを変更する場合  

平成21年  平成20年   平成19年  

4月30日  8月下旬  4月1日  

研修開始  マッチング  

○年次報告  

・定期報告として「研修プログラムの概要」「研修医名簿」等を4月30日に提出   



都道府県別研修医在籍状況、マッチング結果状況推移  

平成15年   平成16年   平成17年   平成18年  
都道府県  

募集定員 購買絹 マソテ者芸史 充足軍（採用案充足引マ・ノチ           絹） 者抽）  募集定員 採用実絹 マッチ射〔充足奉り綿実充足空（マノチ           峯轟） 者紺  募集定員 朋剰員 マン子音を史 充足耳‖謂実充足封マリ           壷井） チ書芸史〕  募集定員 聞笑壷さ マッチ書芸夕 充足李り謂実売足壬（て 

北海道   518  ：三88  315  55．6   60．8  541  328  333  GO．6   61．6  548   319  305  58．2  55．7  537   30：三  300  56．2   55．9   

青森県   95   56  60  59．0   63．2  109   58  49  53．2   45．0  115   49  53  42．6  46．1  118   50  61  42，4   51．7   

72  岩手県  112   3S  33．9   64．3  104   58  70  55．8  67．3  103   65  74  63．1  71．8  106   75  56  70．8   52．S   

宮城県   165   S8  108  53．3   65．5  170   9：三  106  54．1   62．4  175  103  112  58．9  64．0  174  113  105  64．9   60」う   

秋田県   132   61  6S  46．2   51．5  133   67  62  50．∠1   46．6  133   63  69  47．4   51．9  127   71  6！I  55．9   54．3   

山形県   91   56  43  61．5   47．3   95   42  59  44．2   62．1  105   58  55  55．2   52．4  112   56  71  50．0   63．4   

福島県   155   79  Sコ  51．0   5コ．9  165   83  68  50．3   41．2  163   68  82  41．7   50．3  139   S2  8コ  59．0   59．0   

茨城県   153   85  94  55．6   61．4  188   98  101  52．1   53．7  173  105  115  60．7   66．5  168  117  117  6（）．6   6リ．6   

栃木県   L84  119  L14  64．7   6：：．0  156  106  1：Z∈I  68．0   82．7  158  114  1：三8  72，2   81．0  169  113  1：三8  66．！）  75．7   

群馬県   133  119  S6  89．5   64．7  14：三   S4  9一隻  5tI．コ   66．2  147   S8  10こ三  59．9   69。4  155    98  95  63．2   61．3   

埼玉県   コ57  11S  165  45．9   64．2  263  195  160  74．1   60．S  266  177  1リ2  61．9   67．1  コ8二1  216  ：三04  76．1  71．8   

干葉県   391   268  コ68  68．5   68．5  403   243  ：三69  60．3   71．7  397  ：三76  302  69．5   76．1  399   295  こ三日こう  73．9   70．t）   

東京都  1，4S2 1，707  1，361  115．2   85．1  1，513 1，313  1，350  S6．8   S9．2  1，5：≡4 1，290   1，347  S4．7  86．4  1，538 1，323  1，3日5  ぢG．0  90．1   

神奈川県  644  ・ま04  557  62．7   86．5  714   497  592  69．6   S：Z．9  695   545  601  78．4   86．5  734   578  593  78．8   80．8   

新潟県   152   89  100  58．6   65．8  151   9：：  98  60．9   64．9  161   91  91  56．5   56．5  176   87  70  49．4   39．8   

富山県   92   59  57  64．1   62．0  104   56  54  53．9   51．9  116   54  66  46．6   56．9  112    62  54  55．4   4S．2   

石川県   169   95  116  56．2   6臥6  178   97  S9  54．5   50．0  128   66  74  51。6   57．8  133    55  8：三  41．4   61．7   

福井県   57   48  32  84．2   56．1   78   3：Z  3：三  41．0   41．0  8：三   31  45  37．8   54．9  83   44  55  53．0   66．3   

山梨県   71   54  ・11  76．1   57．8   80   37  46  46．3   57．5  87   46  45  5：三．9   51．7  87    41  48  47．1  55．2   

長野県   163  104  100  63．8   61．4  184   90  118  4臥9   64．1  189  112  106  59．3   56．1  197  109  110  55．3   55．8   

岐阜県   01：三  116  S5  54．7   40．1  187   8S  90  47．1  48．1  174   86  101  49．4   58．1  182  100  106  55．0   58．コ   

神岡県   23：： 109  147  47．0   63．4  264  146  153  55．3   5S．0  267  146  187  54．7   70．0  257  178  16S  69．3   65．4   

愛知県   671  436  476  65．0   70．9  648   438  519  日7．6   80．1  671  4S2  515  71．S   76．8  673   483  510  71．8   75。8   

三重県   139   77  67  55．4   48．3  125   65  56  5：三．0   44．8  1こ三2   61  75  50；0   61．5  15：！   64  74  42．1  4S．7   

滋賀県   105   83  69  79．1  65．7  111   70  76  63．1   68．5  103   79  6S  76．7   66．0  107    66  SO  61．7   74．8   

京都府   360   411  ：三64   114．2   73．3  379  ：Z68  3：三6  70．7   86．0  339   312  298  92．0  87．9  339   2SO  301  82．6   8S．S   

大阪府   868   6S9  633  79．4   72．9  823   578  632  70．2   76．8  846   588  678  69．5   80．1  834   633  635  75．9   76．1   

兵庫県   356   310  297  87．1   83．4  374  ：三54  301  67．9   80．5  393   282  3：三2  71．8   81．9  401  30：2  31：う  75．3   7S．1   

奈良県   135  101  93  74．8   68．9  119   84  83  70．6   69．8  130   71  66  54．6   50．8  136    61  日0  44．9   58．8   

和歌山県  103   68  57  66．0   55．3  106   49  61  46．2   57．6  103   56  68  54．4   66．0  104    60  76  57．7   73．1   

鳥取県   70   51  58  72．9   8：三．9   77   52  44  67．5   57．1  77    40  32  52．0   41．6  70   30  ：三8  42．9   40．0   

島根県   88   30  51  34．1  58．0   90   48  4：Z  53．3   46．7  9：三   4：三  61  45．7   66．3  90    60  51  66．7   56．7   

岡山県   230  146  158  63．5   68．7  22：三  148  153  66．7   68．9  214  134  160  62．6   74．8  219  142  157  64．8   71．7   

広島県   187  181  134  96．8   71．7  203  134  148  66．0   7：三．9  213  143  133  67．1  62．4  227  125  142  55．1  b2．6   

山口県   134   93  7S  69．4   58．2  130   70  7：三  53．9   55．4  144    67  67  46．5   46．5  125   61  70  48．8   56．0   

徳島県   90   粥  65  75．6   72．2   S1   59  38  7：：．S   46．9  1：Z2   36  51  29．5   41．8  7日    46  4：三  59．0   5：5．9   

香川県   108   50  55  46．3   50－9  111   52  50  46．9   45．1  95   46  43  48．4   45．3  95    46  61  48．4   64．2   

愛媛県   100   65  81  65．0   81．0  11：：   71  76  63．4   67．9  116   69  72  59．5   6：三．1  1：三5    55  7！I  44．0   63．2   

高知県   74   47  45  63．5   60．S   81   41  47  50．6   58．0  84   44  45  52．4   53．6  93   36  49  ：ミ8．7   52．7   

福岡県   599  5魂  508  91．2  84．8  600   432  530  72．0   88．3  6：三7   463  509  73．8   Sl．2  590   46t）  512  7∈）．5   S6．S   

佐賀県   73  錦  60  79．5  82．2   75   57  63  76．0   84．0  75   54  48  72，0   64．0  77    43  47  55．8   61．0   

長崎県   138 1鴫  89  76．1 64．5  140   74  107  52．9   76．4  140  103  108  73．6  77．1  144   88  99  61．1  6S．8   

熊本県   123 11b  99  93．5  80．5  123  100  109  81．3   88．6  148  107  97  7：三．3   65．5  149   90  118  60．4   79．コ   

大分県   77  軸  41   70．1 53．3   8：三   35  49  42．7   59．8  86   47  49  54．7   57．0  108    41  67  38．O   bこ三．0   

宮崎県   70  5b  47  71．4  67．1   59   47  36  79．7   61．0  71   34  37  47．9   52．1  70   35  44  50．0   6：三．9   

鹿児島県  153   91  121  59．5   79．1  162  105  99  64．8   61．1  134   87  101  64．9   75．4  135   87  7：三  64．4   53．3   

沖縄県   159   81  139  50．9   87．4  167  139  141  83．2   84．4  157  127  145  80．9  92．4  178  149  145  83．7   81．5   

計  10，870 8，166   7，756  75．1  71．4  11，122 7，372   8，000  66．3   71．9  11，228 7，526   8，100  67．0  72．1  11，306 7，717   8，094  68．3  71．6  




